
 

 

 

県外で定期の予防接種を受ける際、次の流れに沿って手続きを行うと予防接種にかかった費用を朝倉市で定め

た上限額の範囲で払戻します。内容を確認していただき、必要書類をそろえて市健康課窓口にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆対象 

 接種日に朝倉市に住民登録がある定期予防接種対象者の方で、施設・医療機関への入所・入院等の理由により、

福岡県外（国外を除く）の医療機関または福岡県予防接種広域化実施医療機関ではない医療機関で定期の予防

接種を受けようとされる方 

 

◆必要書類（申請者は本人または成年後見人のみとなります、それ以外の代理人の場合は委任状が必要です） 

１．接種前の手続きに必要なもの 

 ①『予防接種依頼書交付申請書』（市健康課窓口または市ホームページから取得できます） 

 ②予防接種を希望する医療機関の名称・住所などの情報 

２．接種後の手続きに必要なもの 

 ①『予防接種料助成申請書（兼請求書）』（市健康課窓口または市ホームページから取得できます） 

 ②予防接種の記録が記載されているもの（予防接種済証の写し） 

 ③医療機関が発行した領収書（接種者氏名、接種日、予防接種費用であることが明示されているもの、医療機関

の名称・住所が確認できるもの 

 ④申請者名義の振込口座（金融機関名、支店名、口座番号、口座名義のわかるもの） 

 

 

 

手続きの流れ 

県外で予防接種を受ける際の払戻し（償還払い）のご案内 
（成人・高齢者の場合） 

★接種前 

☆接種後 

【本人】『予防接種依頼書交付申請書』を市に提出 

【市】『予防接種依頼書』を医療機関に送付 

【本人】医療機関で予防接種を受ける（接種費用は全額自己負担） 

※接種後、予防接種済証明書・領収書を大切に保管しておいてください。 

【本人】必要書類と共に、『予防接種料助成申請書（兼請求書）』を市に提出 

【市】申請書の受理・審査後、接種費用（請求額）をご指定の口座に振り込みます 

※かかった費用が朝倉市が定める支給上限額より高い場合は、支給上限額が振

り込まれます。 

 

２ページ目（裏面）へ 

注意！ 接種前の手続きがなかった場合、払戻しはできなくなりますのでご注意ください。 



◆予防接種の種類及び支給上限額（令和８年４月１日以降） 

予防接種の種類 自己負担額 支給上限額 接種できる期間 

成人用（高齢者）肺炎球菌 
３，５００円 ８，１１６円 令和８年４月１日から 

令和９年３月３１日まで 免除（生保） １１，６１６円 

帯状疱疹 

生ワクチン 
３，０００円 ６，８０１円 

令和８年４月１日から 

令和９年３月３１日まで 

免除（生保） ９，８０１円 

不活化ワクチン* 
６，０００円 １４，４８２円 

免除（生保） ２０，４８２円 

※医療機関への支払金額が上限額よりも少ない場合は、支払金額を支給します。 

※定期予防接種の対象外の方の接種は支給対象外となります。 

※令和８年度に接種した払戻しは、令和９年３月３１日までに請求してください。 

※自己負担額免除は、生活保護世帯の方が対象となります。 

※自己負担額や上限額が変更となる場合があります。 

*帯状疱疹予防接種（不活化ワクチン）は、２回予防接種が必要です。表中は、１回あたりの金額です。 

 

◆申請窓口・お問合せ先 

 朝倉市役所 健康課 健康増進係 

  〒８３８－８６０１ 朝倉市甘木２３２－１ （本庁 ２階） 

  ＴＥＬ：０９４６－２２－８５７１ ＦＡＸ：０９４６－２２－１１５１ 

  ホームページでの検索は、 朝倉市 予防接種を受ける 検索 

 

 

 

 


